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５ 再発防止のための更なる取組 

調査組織の目的は、診療関連死の死因究明や再発防止策の提言となるため、調

査報告書の交付等の時点でその任務は完了するが、調査報告書を踏まえた再発防

止のための対応として、例えば以下のものが考えられ、その具体化の為には更な

る検討が必要である。 

① 調査報告書を通じて得られた診療関連死に関する知見や再発防止策等の集

積と還元 

② 調査報告書に記載された再発防止策等の医療機関における実施について、

行政機関等による指導等 

a） 調査報告書は、医療従事者にとって、医療の質を向上させていくに当たっての貴

重な資料となる可能性がある。また、診療中の予期せぬ事故により亡くなられた

患者及びその遺族にとっても、同じ事態の再発防止は重要な願いの一つであるた

め、それを積極的に活用し、医療安全の向上に役立てていく必要がある。 

b） 調査組織の目的は、真相究明をした上で同じ事故の再発防止を図ることにある。

一つの重大な医療事故を他山の石として、再発防止のシステムを作り上げる必要

がある。 

c） 調査組織の中央組織として、事例収集・分析センターを設け、事例を類型化し、

積極的な再発防止策を提言し、一般に公開するのがよいのではないか。 

d） 個別の事例の根本原因分析だけではなく、多数の事例の集積と、それを踏まえた

根本原因分析を行うことが重要なのではないか。その上で、必要に応じて、行政

に対する提言を行うことも検討すべきではないか。 

e） システムエラーについては、個人を処分すべきではなく、医療機関に対する指導

改善処分が重要である。 
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